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特定非営利活動法人キッズドア      

 
１ 事業の成果 
平成３０年度は東京および仙台、南三陸町の志津川中学校の支援活動を継続して行っていました。また

高校生の中退予防、高校中退者へのサポート事業も並行して行い、新規事業として行った江戸川区居場所
の運営、板橋区、港区での学習会運営も軌道になりました。足立区での高校生事業も２年目として順調に
地域に定着しています。宮城県南三陸町で地方創成事業も３年活動したことにより高校内での重要なポジ
ションの獲得に至りました。コンサルティング事業として行政、企業向け、ボランティア向けにキッズド
アが行う学習会の調査報告会を実施し啓もう活動と事業の重要性を広げる活動を行いました。 

 
２ 事業の実施に関する事項 
（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【    】千円） 
定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

定款 第５条より 

こどもに対する教

育支援事業 

 

学習支援 

（東京 

エリア） 

 
 
 
 
 
学習支援 

（仙台 
  エリア） 

・高校受験対策講座【タダゼ

ミ】 

・大学受験対策講座【ガチゼ

ミ】 

・英語塾 

・ひとり親家庭の小中学生学

習支援 

・生活保護世帯の中高生学習

支援 

・児童養護施設・母子生活支援

施設の訪問型学習支援 

・高校でのキャリア教育事業 

・小学校での学習支援事業等 

 
・高校受験対策講座【タダゼ

ミ】 

・大学受験対策講座【ガチゼ

ミ】 

・英語塾 
・自習室 

4 月から土

曜・日曜日

を中心に定

期開催 

 
 
 
 
4 月から土

曜・日曜日

を中心に定

期開催 

自習室は毎

日 

・杉並区障がい者交流館 

・足立区生涯学習センタ

ー 

・三軒茶屋区民集会所・

成城ホール 

・目黒区役所 

・品川区立総合区民会館 

・墨田区立総合体育館 

・都立青井高校 

・板橋区、港区 

・江戸川区共有プラザ等 

 

・キッズドア仙台事業所 

９００人 
 
 

 

 

 

 

 

５０人 

 

ひ と り

親・低所

得世帯の

子ども 

 
１２００
人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７０人 

147,913 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定款 第５条より 

こどもに対する教育支援事業 

東日本大震災関連学習支援 
・生徒の高校受験対策支
援 
 

９月～ 

３月３１

日 

南三陸町

立志津川

中学校 

６人 

宮城県南

三陸町の

中学生 

２０人 3,030 

定款 第５条より 

こどもに対する教

育支援事業 

 
拠点型学習支援 

・ひとり親家庭の中学生学習

支援 
・生活保護世帯の中学生学習
支援 

火曜日を除

く毎日 

平日：午後

３時～２０

時 

土日：正午

～２０時 

 

足立区内 ４５人 

ひ と り

親・低所

得世帯の

子ども 

６０人 38,254 
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定款 第５条より 

こどもに対する教

育支援事業 

 

拠点型学習支援 

・宮城県南三陸町の高校生へ

の学習支援 土、日曜日

を除く平日 

午後３時～

２０時 

南三陸町 

志津川高

等学校 

４人 

宮城県南

三陸町の

志津川高

校の生徒 

９０人 8,459 

定款 第５条より 

こども支援活動及

び教育に関する普

及啓発事業 

情報発信 

・トークライブ 

・活動報告会 

・シンポジウム 

・全国子どもの貧困・教育支援

団体協議会の開催、運営 

・子どもの貧困問題リサーチ 

年間２回 

年間４回 

年間２回 

毎月１回 

 

キッズド

ア東京事

務局ラボ、

日本財団

会意義室

等 

３０人 

一般、ボ

ランティ

ア、行政

職、企業

CSR 担当

者等 

３００人 2,177 

定款 第５条より 

こども向けイベン

ト及びワークショ

ップ事業 

体験学習 

・英語を使った宿泊体験 

（東京と東北の中・高生交流） 

 

・英語を使ったクリスマス会 

・Fun Fun Party 

（英語を使った企業体験プロ

グラム）等 

年間２回 

（８月、 

３月） 

１２月 

 

８月 

東京都内

各所 

各１０人 
 
１０人 
 

１０人 

ひ と り

親・低所

得世帯の

子ども 

各２０人 
 
 
２５人 
 
２０人 

18,296 

定款 第５条より 

子ども支援活動を

目的とする企業、団

体、教育機関、行政

などとの交流事業 

・文京区内の就学援助世帯へ

の宅配事業コーディネート 

（文京区、認定 NPO 法人フロ

ーレンス、一般社団法人RCFお

よび民間支援企業との協働事

業） 

年間３回 文京区 ３人 

ひ と り

親・低所

得世帯 

各６００
人 9,842 

定款 第５条より 

こども支援活動を

目的とする企業、団

体、教育機関、行政

などとの交流事業 

（ネットワーク） 

全国子どもの貧困・教育支援

団体協議会の運営 

 

・シンポジウムの開催 

 

 

・協議会定例ミーティングの

実施 

・協議会HP上での情報発信 

年間２回 

（9月、11

月） 

月１回 

 

東京 

 

 

宮城県、福

岡県 

 

東京 

６２団体
（加盟） 
 
各１５人 
 

 

１０人 

協議会加
盟団体職
員等 

６２団体 
 
 
各１２０
人 
 
 
１０人 
 

2,425 

定款 第５条より 

教育 CSR やこども

支援活動に対する

サポート事業 

（コンサルティン

グ） 

・こどもの貧困実態に関する

調査 

 

・学習支援に関わるボランテ

ィア学生への意識調査 

 

 

・行政への学習支援事業提案 

年間２回 

 

 

年間１回 

 

 

 

年間４回 

東京 

 

 

東京 

 

 

 

東京 

２人 
 
 
２人 
 
 
 

２人 

一般、ボ

ランティ

ア、行政

職、企業

CSR 担当

者等 

２００人 
 
 
１２０人 
 
 
 
４行政 

2,527 

 
（２）その他の事業                    （事業費の総費用【    】千円） 
定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 従事者 
人数 

事業費 
（千円） 

なし  

  

  

 


